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（別添） 

○ 精神科病院に対する指導監督等の徹底について（平成１０年３月３日 障発第１１３号・健政発第２３２号・医薬発第１７６号・社援発第４９１

号厚生省大臣官房障害保健福祉部長・厚生省健康政策局長・厚生省医薬安全局長・厚生省社会・援護局長通知）【新旧対照表】 

（変更点は下線部） 

改  正  後 現      行 

精神科病院に対する指導監督等の徹底について 

 

一部改正 障 発 第 １ １ ３ 号 

健 政 発 第 ２ ３ ２ 号 

医 薬 発 第 １ ７ ６ 号 

社 援 発 第 ４ ９ １ 号 

平成１０年３月３日 

医 薬 発 第 ３ ３ ８ 号 

健 政 発 第 ３ ６ ３ 号 

社 援 発 第 ７ ６ ４ 号 

障 発 第 ２ １ ８ 号 

平成１２年３月２９日 

障 発 第 ３ ３ ５ 号 

平成１３年８月６日 

障発第０５２６００３号 

平成２０年５月２６日 

障発０４２６第６号 

平成２５年４月２６日 

障発０３１１第６号 

平成２６年３月１１日 

障発０１１３第１号 

令和３年１月１３日 

医政発１１２７第１２号 
社援発１１２７第９号 
障発１１２７第１２号 

令和５年１１月２７日 

 

 

 

精神科病院に対する指導監督等の徹底について 

 

一部改正 障 発 第 １ １ ３ 号 

健 政 発 第 ２ ３ ２ 号 

医 薬 発 第 １ ７ ６ 号 

社 援 発 第 ４ ９ １ 号 

平成１０年３月３日 

医 薬 発 第 ３ ３ ８ 号 

健 政 発 第 ３ ６ ３ 号 

社 援 発 第 ７ ６ ４ 号 

障 発 第 ２ １ ８ 号 

平成１２年３月２９日 

障 発 第 ３ ３ ５ 号 

平成１３年８月６日 

障発第０５２６００３号 

平成２０年５月２６日 

障発０４２６第６号 

平成２５年４月２６日 

障発０３１１第６号 

平成２６年３月１１日 

障発０１１３第１号 

令和３年１月１３日 
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都道府県知事 

各           殿 

指定都市市長 

 

厚生省大臣官房障害保健福祉部長                

厚 生 省 健 康 政 策 局 長                

厚 生 省 医 薬 安 全 局 長                

厚 生 省 社 会 ・ 援 護 局 長                

 

 

１ 適正な精神医療の確保等について 

  精神保健福祉施策の推進については、人権に配慮した適正な精神医

療の確保、精神障害者の社会復帰・社会参加を促進するという観点か

ら、地域において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援

法」という。）に規定する障害福祉サービスを行う施設等との連携を

図りつつ、より良い精神医療を目指していくことが必要である。 

特に、入院患者の処遇については、精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２５年法律第１２３号。以下「法」という。）等に

基づき、行動制限、面会、信書、電話、金銭管理等にかかる処遇が適

切に行われ、社会復帰に向けた様々な環境整備を積極的に推進してい

く必要があることから、管下精神医療機関に対して指導の徹底を図ら

れたい。 

２ 入院制度等の適正な運用について 

（略） 

（１） 措置入院制度について 

ア 入院手続について 

入院に当たっては、精神保健指定医２名以上の診察により適

切に行い、その診察を行う際には、後見人又は保佐人、親権を

行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たっている者の

立ち会いが可能であるので、これらの者に診察の通知を行うこ

と。 

また、入院措置を採る場合には、法第２９条第３項の規定に

基づき、当該入院措置を採る旨及びその理由について、書面告

都道府県知事 

各           殿 

指定都市市長 

 

厚生省大臣官房障害保健福祉部長                

厚 生 省 健 康 政 策 局 長                

厚 生 省 医 薬 安 全 局 長                

厚 生 省 社 会 ・ 援 護 局 長                

 

 

１ 適正な精神医療の確保等について 

  精神保健福祉施策の推進については、人権に配慮した適正な精神医

療の確保、精神障害者の社会復帰・社会参加を促進するという観点か

ら、地域において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援

法」という。）に規定する障害福祉サービスを行う施設等との連携を

図りつつ、より良い精神医療を目指していくことが必要である。 

特に、入院患者の処遇については、精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（以下「法」という。）等に基づき、行動制限、面会、信

書、電話、金銭管理等にかかる処遇が適切に行われ、社会復帰に向け

た様々な環境整備を積極的に推進していく必要があることから、管下

精神医療機関に対して指導の徹底を図られたい。 

 

２ 入院制度等の適正な運用について 

（略） 

（１） 措置入院制度について 

ア 入院手続について 

入院に当たっては、精神保健指定医２名以上の診察により適

切に行い、その診察を行う際には、後見人又は保佐人、親権を

行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たっている者の

立ち会いが可能であるので、これらの者に診察の通知を行うと

ともに、入院措置を採る場合には、法第２９条第３項に基づく

書面告知を患者に対して行うこと。 
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知を患者及びその家族等（法第５条第２項に規定する家族等を

いう。以下同じ。）であって診察の通知を受けた者又は立会い

を行った者に対して行うこと。 

なお、精神保健指定医の選定に当たっては、原則として同一

の医療機関に所属する者を選定しないこととするとともに、措

置決定後の入院先については当該精神保健指定医の所属病院を

避けるよう配慮すること。 

また、都道府県立精神科病院については、法律の趣旨に照ら

し、進んで措置入院者を受け入れること。 

イ （略） 

ウ 病状報告について 

各都道府県及び指定都市においては、精神科病院の管理者

（以下「病院管理者」という。）に対し、常時措置入院者の病

状把握に努めるとともに、当該措置入院者が自傷他害のおそれ

がないと認められるに至った場合には、直ちにその旨を最寄り

の保健所長を経由して都道府県知事又は指定都市市長に届け出

るよう指導するとともに、都道府県及び指定都市については、

速やかに退院の手続をとること。 

また、病状報告は、６カ月（ただし、入院後６カ月経過しな

い間については、３カ月）の範囲内で定期的に求めるととも

に、それ以外にも必要に応じ随時これを求めること。 

なお、患者台帳等を作成するなどにより措置入院者について

の現状把握に努め、病状報告が確実に提出されているかどうか

についても確認すること。 

エ・オ （略） 

カ 退院促進措置について 

法第２９条の６に規定する退院後生活環境相談員について

は、その一覧が作成され、適切な資格を有する者が退院後生活

環境相談員として選任されているか確認すること。 

また、法第２９条の７に規定する地域援助事業者について

は、措置入院者又はその家族等から求めがあった場合その他地

域移行を促進するために必要があると認められる場合に紹介し

なければならないとされていること。 

キ 措置入院者の診察について 

 

 

 

なお、精神保健指定医の選定に当たっては、原則として同一

の医療機関に所属する者を選定しないこととするとともに、措

置決定後の入院先については当該精神保健指定医の所属病院を

避けるよう配慮すること。 

また、都道府県立精神科病院については、法律の趣旨に照ら

し、進んで措置入院患者を受け入れること。 

イ （略） 

ウ 病状報告について 

各都道府県及び指定都市においては、精神科病院の管理者

（以下「病院管理者」という。）に対し、常時措置入院患者の

病状把握に努めるとともに、当該措置入院患者が自傷他害のお

それがないと認められるに至った場合には、直ちにその旨を最

寄りの保健所長を経由して都道府県知事又は指定都市市長に届

け出るよう指導するとともに、都道府県及び指定都市について

は、速やかに退院の手続をとること。 

また、病状報告は、６カ月（ただし、入院後６カ月経過しな

い間については、３カ月）の範囲内で定期的に求めるととも

に、それ以外にも必要に応じ随時これを求めること。 

なお、患者台帳等を作成するなどにより措置入院患者につい

ての現状把握に努め、病状報告が確実に提出されているかどう

かについても確認すること。 

エ・オ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

カ 措置入院患者の診察について 
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措置入院者については、入院後概ね３カ月を経過した時に精

神保健指定医による診察を行うこととする。 

また、これ以外の場合にも必要に応じ積極的にこれを行うよ

う努めること。 

ク 退院手続について 

都道府県知事及び指定都市市長においては、措置入院者が措

置入院を継続しなくてもよいと認められたときは、直ちにその

者を退院させること。 

また、措置入院者を退院させるに当たっては、医療機関、保

健所、福祉事務所等との連携を密にし、その後の医療、保護及

び社会復帰に支障が生じないよう十分配慮すること。 

（２） 医療保護入院制度について 

ア 入院手続について 

病院管理者は、入院の要否について法第２０条の規定による

入院が行われる状態にないことを必ず精神保健指定医に判断さ

せるとともに、入院に際しての同意者に所定の様式に基づく同

意書を提出させることにより、当該同意者が家族等のうちいず

れかの者であることを確認するよう指導すること。 

 

また、市町村長同意の場合において迅速な対応がなされるよ

う日頃から市町村長との連携を密にしておくこと。 

なお、同意者となった市町村長においては、入院後面会して

患者の病状を把握するとともに、市町村の担当者への連絡先、

連絡方法を患者に伝えるよう指導すること。 

入院措置を採る場合には、当該患者及びその家族等であって

入院の同意をした者に対し、当該入院措置を採る旨及びその理

由を書面で知らせていることを確認すること。 

イ 入院期間について 
入院期間については、精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律施行規則（昭和２５年厚生省令第３１号。以下「規則」と

いう。）第１５条の６の規定に基づき、当該医療保護入院から

６カ月を経過するまでの間は３カ月以内の期間とし、入院から

６カ月を経過した後は６カ月以内の期間とされているかを確認

すること。 

措置入院患者については、入院後概ね３カ月を経過した時に

精神保健指定医による診察を行うこととする。 

また、これ以外の場合にも必要に応じ積極的にこれを行うよ

う努めること。 

キ 退院手続について 

都道府県知事及び指定都市市長においては、措置入院患者が

措置入院を継続しなくてもよいと認められたときは、直ちにそ

の者を退院させること。 

また、措置入院患者を退院させるに当たっては、医療機関、

保健所、福祉事務所等との連携を密にし、その後の医療、保護

及び社会復帰に支障が生じないよう十分配慮すること。 

（２） 医療保護入院制度について 

ア 入院手続について 

病院管理者は、入院の要否について法第２０条の規定による

入院が行われる状態にないことを必ず精神保健指定医に判断さ

せるとともに、入院に際しての同意者に所定の様式に基づく同

意書を提出させることにより、当該同意者が家族等（法第３３

条第２項に規定する家族等をいう。以下同じ。）のうちいずれ

かの者であることを確認するよう指導すること。 

また、市町村長同意の場合において迅速な対応がなされるよ

う日頃から市町村長との連携を密にしておくこと。 

なお、同意者となった市町村長においては、入院後面会して

患者の病状を把握するとともに、市町村の担当者への連絡先、

連絡方法を患者に伝えるよう指導すること。 

 

 

 

（新設） 
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ウ 届出について 

法第３３条第９項の規定に基づく届出については、必ず法定

の１０日以内に行われるよう指導すること。また、入院に際し

ての同意者が家庭裁判所により選任された者であるときは届出

書に選任書の写しを添付させること。 
 
 
また、届出内容から判断して入院手続、入院の要否等に疑 

問があると認められるときは、法第３８条の６に基づく報告徴

収等を行うなど必要な措置を講ずること。 

エ 退院促進措置について 
法第３３条の４において読み替えて準用する法第２９条の６

に規定する退院後生活環境相談員については、その一覧が作成

され、適切な資格を有する者が退院後生活環境相談員として選

任されているか確認すること。 
また、法第３３条の４において読み替えて準用する法第２９

条の７に規定する地域援助事業者については、医療保護入院者

又はその家族等から求めがあった場合その他地域移行を促進す

るために必要があると認められる場合に紹介しなければならな

いとされていること。 
オ 入院期間の更新手続について 

入院の期間の更新については、以下の要件をすべて満たして

いる場合であることを確認すること。 
（ア）指定医による診察の結果、なお法第３３条第１項第１号

に掲げる者に該当すること 
（イ）対象患者について、医療保護入院者退院支援委員会によ

る審議が行われたこと（入院継続に当たって必要な退院支

援措置の検討） 
（ウ）法第３３条第８項の規定に基づき、同条第６項の規定に

よる同意に関し必要な事項を家族等に通知した上で家族等

の同意があること又は同条第８項の規定に基づき、家族等

の同意を得たものとみなしていること 
更新後の入院期間は、規則第１５条の６の規定に基づき、

当該医療保護入院から６カ月を経過するまでの間は３カ月以

イ 届出について 

法第３３条第７項の規定に基づく届出については、必ず法定

の１０日以内に行われるよう指導するとともに、選任された退

院後生活環境相談員や医療保護入院による推定される入院期間

について記載した入院診療計画書を添付させ、また、入院に際

しての同意者が家庭裁判所により選任された者であるときは届

出書に選任書の写しを添付させること。 
また、届出内容から判断して入院手続、入院の要否等に疑問

があると認められるときは、法第３８条の６に基づく報告徴収

等を行うなど必要な措置を講ずること。 

ウ 退院促進措置について 
法第３３条の４に基づく退院後生活環境相談員については、

その一覧を作成し、適切な資格を有する者が退院後生活環境相

談員として選任されているか確認すること。 
医療保護入院者退院支援委員会については、開催が必要な入

院者に対して適切に委員会の審議が行われているかについて確

認すること。 
 
 

 
（新設） 
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内の期間とし、入院から６カ月を経過した後は６カ月以内の

期間とされているかを確認すること。 
入院の期間を更新する場合には、当該患者及びその家族等

であって入院期間の更新に同意をした者に対し、当該入院期

間を更新する旨及びその理由を書面で知らせていることを確

認すること。 
また、入院期間更新届の届出については、法第３３条第９

項の規定に基づき、入院の期間の更新があった場合、必ず法

定の１０日以内に行われるよう指導すること。 
カ 退院手続について 

病院管理者に対し、医療保護入院者を退院させたときは、１

０日以内に最寄りの保健所長を経て都道府県知事又は指定都市

市長に届け出るよう指導すること。 
また、医療保護入院者の退院に当たっては、病院管理者が医

療機関、保健所、福祉事務所等との連携を十分に行い、退院後

の患者の医療、保護及び社会復帰に支障が生じないよう指導す

ること。 
（３） 任意入院制度について 

ア 入院手続について 
人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するため、

本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めることは極めて

重要なことであり、その旨を病院管理者に対して徹底させると

ともに、その入院手続については、法に基づき適正に実施され

ているかどうかを確認すること。 
イ （略） 

（４） 指定病院及び応急入院指定病院について 
ア （略） 
イ 病床に余裕があるにもかかわらず、理由なく措置入院者又は

応急入院者の受入の拒否を行っているような事実があった場合

には、病院に対する指導を強化すること。 
ウ （略） 

（５） 任意入院者の退院制限、医療保護入院及び応急入院に係る特

例措置について 
ア （略） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
オ 退院手続について 

病院管理者に対し、医療保護入院患者を退院させたときは、

１０日以内に最寄りの保健所長を経て都道府県知事又は指定都

市市長に届け出るよう指導すること。 
また、医療保護入院患者の退院に当たっては、病院管理者が

医療機関、保健所、福祉事務所等との連携を十分に行い、退院

後の患者の医療、保護及び社会復帰に支障が生じないよう指導

すること。 
（３） 任意入院制度について 

ア 入院手続きについて 
人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するため、

本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めることは極めて

重要なことであり、その旨を病院管理者に対して徹底させると

ともに、その入院手続きについては、法に基づき適正に実施さ

れているかどうかを確認すること。 
イ （略） 

（４） 指定病院及び応急入院指定病院について 
ア （略） 
イ 病床に余裕があるにもかかわらず、理由なく措置入院患者又

は応急入院患者の受入の拒否を行っているような事実があった

場合には、病院に対する指導を強化すること。 
ウ （略） 

（５） 任意入院患者の退院制限、医療保護入院及び応急入院に係る

特例措置について 
ア （略） 
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イ 入院手続について 
病院管理者は、入院の要否について任意入院が行われる状態

にないことを特定医師に判断させ、任意入院者の退院制限、医

療保護入院又は応急入院を１２時間以上継続する場合等の特例

措置を採る場合には、必ず精神保健指定医に判断させること。 
また、特例措置についての事後審査委員会による審議を適切

に行うよう指導すること。 
ウ 届出及び記録について   

医療保護入院の特例措置の届出については、必ず法定の１０

日以内に、応急入院の特例措置の届出については、直ちに行わ

れるよう指導すること。 
また、任意入院者の退院制限、医療保護入院及び応急入院に

係る特例措置の記録を遅滞なく作成し、保存するよう指導する

こと。 
また、届出及び記録内容から判断して入院手続、入院の要否

の判断等について適正を欠く疑いがあると認められるときは、

法第３８条の６に基づく報告徴収等を行う等必要な措置を講ず

ること。 
（６） 精神医療審査会について 

ア （略） 
イ 都道府県知事及び指定都市市長は、措置入院者及び医療保護

入院者の入院の必要性並びに医療保護入院者の入院期間の更新

等の審査の過程につき問題があるという報告を受けた場合、法

第３８条の６の規定による報告徴収等を行い、必要な調査・診

察を行うこと。 
ウ 精神科病院に入院中の者又はその家族等（その家族等がない

場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができな

い場合若しくは同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合

にあっては、その者の居住地を管轄する市町村長）から退院請

求又は処遇改善請求があったときは、速やかに請求に関する審

査を行い、都道府県知事及び指定都市市長においては、請求者

に対し、遅滞なく審査結果を通知するようにすること。 
エ （略） 
オ 審査会の運営については、「精神保健及び精神障害者福祉に

イ 入院手続について 
病院管理者は、入院の要否について任意入院が行われる状態

にないことを特定医師に判断させ、 任意入院患者の退院制限、

医療保護入院又は応急入院を１２時間以上継続する場合には、

必ず精神保健指定医に判断させること。 
また、特例措置についての事後審査委員会による審議を適切

に行うよう指導すること。 
ウ 届出及び記録について 

医療保護入院の特例措置の届出については、必ず法定の１０

日以内に、応急入院の特例措置の届出については、直ちに行わ

れるよう指導すること。 
また、任意入院患者の退院制限、医療保護入院及び応急入院

に係る特例措置の記録を作成し、保存するよう指導すること。 
 
また、届出及び記録内容から判断して入院手続、入院の要否

の判断等について適正を欠く疑いがあると認められるときは、

法第３８条の６に基づく報告徴収等を行うなど必要な措置を講

ずること。 
（６） 精神医療審査会について 

ア （略） 
イ 都道府県知事及び指定都市市長は、病状報告の審査の過程、

入院の必要性等につき問題があるという報告を受けた場合、法

第３８条の６による報告徴収等を行い、必要な調査・診察を行

うこと。 
 
ウ 精神科病院に入院中の者又はその家族等（その家族等がない

場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができな

い場合にあっては、その者の居住地を管轄する市町村長）から

退院請求又は処遇改善請求があったときは、速やかに請求に関

する審査を行い、都道府県知事及び指定都市市長においては、

請求者に対し、遅滞なく審査結果を通知するようにすること。 
 

エ （略） 
オ 審査会の運営については、精神保健及び精神障害者福祉に関
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関する法律第１２条に規定する精神医療審査会について」（平

成１２年３月２８日障第２０９号厚生省大臣官房障害保健福祉

部長通知）の別添「精神医療審査会運営マニュアル」の考え方

に沿って適切な運営を図ること。 
（７） 虐待の防止について 

ア 精神科病院の管理者が、法第４０条の２第１項の規定に基づ

き、必要な措置を講じているかを確認すること。 
イ 法第４０条の３第１項の規定による通報又は同条第２項の規

定による届出があった場合は、「精神科病院における虐待防止

対策に係る事務取扱要領について」（令和５年１１月２７日障

発１１２７第１１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

通知。以下「虐待防止対策事務取扱要領」という。）に基づ

き、適切に対処すること。 
３ 実地指導等の実施方法について 
（１） （略） 
（２） 実地指導の方法について 

ア （略） 
イ 法律上適正を欠く等の疑いのある精神科病院に対して実地指

導を行う場合には、最長でも１週間から１０日間の予告期間を

もって行うこととするが、虐待防止対策事務取扱要領第２の

（４）後段に該当する場合など、入院中の者に対する虐待が強

く疑われ、緊急性が高い場合等については予告期間なしに実施

できること。 
ウ 実地指導の際、措置入院者については、原則として各患者に

対して診察を行うものとする。また、医療保護入院者について

は、入院期間更新届や医療監視の結果等を踏まえるとともに、

患者の入院期間、病名等に十分配慮して計画的、重点的に診察

を行うようにすること。 
エ 人権の保護に関する聞き取り調査については、入院中の者に

対する虐待が疑われる事案を含め、業務従事者に対するものだ

けでなく、入院患者に対しても適宜行うようにすること。 
また、診療録を提出させ、内容を確認するとともに、入院期

間更新届、関係書類及び聞き取り調査結果等の突合を行い、未

提出の書類及び入院中の者に対する虐待が行われている事実等

する法律第１２条に規定する精神医療審査会について（平成１

２年３月２８日障第２０９号本職通知）の別添「精神医療審査

会運営マニュアル」の考え方に沿って適切な運営を図ること。 

  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実地指導等の実施方法について 
（１） （略） 
（２） 実地指導の方法について 

ア （略） 
イ 法律上適正を欠く等の疑いのある精神科病院に対して実地指

導を行う場合には、最長でも１週間から１０日間の予告期間を

もって行うこととするが、入院中の者に対する虐待が強く疑わ

れる緊急性が高い場合等については予告期間なしに実施できる

こと。 
 
ウ 実地指導の際、措置入院患者については、原則として各患者

に対して診察を行うものとする。また、医療保護入院患者につ

いては、病状報告や医療監視の結果等を踏まえるとともに、患

者の入院期間、病名等に十分配慮して計画的、重点的に診察を

行うようにすること。 
エ 人権の保護に関する聞き取り調査については、入院中の者に

対する虐待が疑われる事案を含め、病院職員に対するものだけ

でなく、入院患者に対しても適宜行うようにすること。 
また、診療録を提出させ、内容を確認するとともに、定期病

状報告、関係書類及び聞き取り調査結果等の突合を行い、未提

出の書類及び入院中の者に対する虐待が行われている事実等が
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がないかについても確認すること。 
オ （略） 

 （３） 実地指導後の措置について 
ア 実地指導の結果、入院中の者の処遇等の状況について次に掲

げる度合いに応じて、法第３８条の７又は第４０条の６の規定

に基づき病院管理者等に対して必要な措置を講じること。 
（ア） 著しく適当でないと認められる場合 

措置を講ずべき事項及び期限を示して、適切な処遇等を

確保するための改善計画書の提出を求め、必要に応じ提出

された改善計画書の変更を命じ、又は、その処遇の改善の

ために必要な措置を採ることを命じ、その改善結果報告を

書面により求めるとともに、その結果を検証するものとす

る。 
また、命令に従わない時は、適宜、①精神障害者の入院

に係る医療の提供の全部若しくは一部を制限することを命

じ又は②当該精神科病院の名称及び住所並びに改善命令等

を行った年月日及びその内容等を公表すること。（ただ

し、①及び②の両方の措置を採ることを妨げない。） 
さらに法第１９条の８に規定する指定病院である場合に

は指定の取消し、精神保健指定医に関して法第１９条の２

第２項に該当すると思料される場合にはその旨を厚生労働

大臣あて速やかに通知する等厳正なる措置をとること。 
 
（イ） （略） 

イ～オ （略） 
４ 実地指導の指導項目について 

実地指導を行う際には、下記の項目について十分留意し実施するこ

と。 
（１）～（６） （略） 
（７） 医療保護入院の入院手続等について 
（８） 医療保護入院の入院の期間の更新について 
（９）～（13） （略） 
（14） 入院患者の身体的拘束について 

（15） 入院患者の隔離及び身体的拘束等の行動制限に関する一覧性

ないかについても確認すること。 
オ （略） 

（３） 実地指導後の措置について 
ア 実地指導の結果、入院中の者の処遇等の状況について次に掲

げる度合いに応じて、法第３８条の７に基づき病院管理者等に

対して必要な措置を講じること。 
（ア） 著しく適当でないと認められる場合 

措置を講ずべき事項及び期限を示して、適切な処遇等を

確保するための改善計画書の提出を求め、必要に応じ提出

された改善計画書の変更を命じ、又は、その処遇の改善の

ために必要な措置を採ることを命じ、その改善結果報告を

書面により求めるとともに、その結果を検証するものとす

る。 
また、命令に従わない時は、適宜、①精神障害者の入院

に係る医療の提供の全部又は一部を制限することを命じ又

は②当該精神科病院の名称及び住所並びに改善命令等を行

った年月日及びその内容等を公表すること。（ただし、①

及び②の両方の措置を採ることを妨げない。） 
さらに法第１９条の８に規定する指定病院である場合に

は「指定の取消し」、精神保健指定医に関して法第１９条

の２第２項に該当すると思慮される場合には「その旨を厚

生労働大臣あて速やかに通知」する等厳正なる措置をとる

こと。 
（イ） （略） 

イ～オ （略） 
４ 実地指導の指導項目について 

実地指導を行う際には、左記の項目について十分留意し実施するこ

と。 
（１）～（６） （略） 
（７） 医療保護入院について 
（新設） 

（８）～（12） （略） 

（13） 入院患者の身体拘束について 

（14） 入院患者の隔離及び身体拘束等の行動制限に関する一覧性
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のある台帳の整備について 

（16） 入院患者に対する虐待の防止について 

（17） 入院患者のその他の処遇について 

（18） （略） 
５ （略） 

６ 生活保護指定医療機関に対する指導の強化徹底等について 

 （１） （略） 

 （２） 患者委託に当たっての留意事項について 

保護の実施機関は、都道府県本庁（指定都市及び中核市にあ

っては市本庁）と連携を密にして、生活保護の指定医療機関に

対する指導に加え、医療監視や実地指導の結果を参考にしなが

ら、管下指定医療機関の状況について実態の把握に努め、医療

従事者が著しく不足している場合又は使用許可病床を著しく超

過して患者を収容している場合のほか、精神科病院に入院して

いる被保護者について、定期訪問による本人及び主治医等との

面接を通じて患者の病状、治療の状況及び療養環境等を把握

し、問題が認められた場合には、患者委託は他の指定医療機関

に対して行うこと。 

７ 障害者総合支援法に基づく通院公費負担について 

自立支援医療機関に関する指導監査については、「指定障害福祉サー

ビス事業者等の指導監査について」（平成２６年１月２３日障発０１２

３第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）において、

その対象を全ての自立支援医療機関とし、基本的に３年に一度実施指

導することとしているので、精神科病院に対しては、本実地指導の機

会を活用して「指定自立支援医療機関（精神通院医療）療養担当規

程」（平成１８年厚生労働省告示第６６号）に基づく医療の適正な実施

について、効率的な指導に努めること。 

８ （略） 

以上 

のある台帳の整備について 

（新設） 

（15） 入院患者等のその他の処遇について 

（16） （略） 

５ （略） 

６ 生活保護指定医療機関に対する指導の強化徹底等について 

 （１） （略） 

 （２） 患者委託に当たっての留意事項について 

保護の実施機関は、都道府県（市）衛生主管部局と連携を密

にして、医療監視や実地指導の結果を参考にしながら、管下指

定医療機関の状況について実態の把握に努め、医療従事者が著

しく不足している場合又は使用許可病床を著しく超過して患者

を収容している場合には、医療扶助による患者委託は他の指定

医療機関に対して行うこと。 

 

 

 

 

７ 障害者総合支援法に基づく通院公費負担について 

自立支援医療機関に関する指導監査については、「指定障害福祉サ

ービス事業者等の指導監査について」（平成１９年４月２６日障発第

０４２６００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に

おいて、その対象を全ての自立支援医療機関とし、基本的に２年に一

度実施指導することとしているので、精神科病院に対しては、本実地

指導の機会を活用して「指定自立支援医療機関（精神通院医療）」療

養担当規程」（平成１８年厚生労働省告示第６６号）に基づく医療の

適正な実施について、効率的な指導に努めること。 

８ （略） 

 

以上 

 


